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第二章 第三期特定健康診査等実施計画

第一 達成目標

1. 特定健康診査の実施に係る目標
2023年度における特定健康診査の受診率を90%にする。
なお、この目標を達成するために、2018年度以降の実施率（目標）を次のとおり定める。

2. 特定保健指導の実施に係る目標
2023年度における特定保健指導の実施率を45%にする。
なお、この目標を達成するために、2018年度以降の受診率（目標）を次のとおり定める。

組合員+被扶養者

3. 特定健康診査等の実施の成果に係る指標
2023年度において、2008年度と比較したメタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率を25%以上とする。

区分 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 国の参酌
標 準

組合員(%) 91 92 93 94 95 97 －
被扶養者(%) 54 55 56 60 65 70 －
計(%) 81 82 83 85 87 90 90

区分 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 国の参酌
標 準

40歳以上
対象者数（人） 7,300 7,321 7,319 7,310 7,312 7,288 －
特定保健指導対
象者数（人） 1,076 1,089 1,096 1,108 1,127 1,148 －
実施率（％） 20 23 27 32 38 45 45
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第二章 第三期特定健康診査等実施計画

第二 特定健康診査等の対象者数

1. 特定健康診査

被扶養者（任意継続組合員及びその被扶養者を含む）

2. 特定保健指導

組合員+被扶養者

組合員は労働安全衛生法に基づく事業主健診の結果データを受領するこ
とにより、特定健康診査の実施に代える。

区分 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

対象者数（推計値）（人） 1,961 1,970 1,976 1,981 1,990 1,991

区分 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

４０歳以上対象者（人） 7,300 7,321 7,319 7,310 7,312 7,288
保健指導対象者計（人） 1,076 1,089 1,096 1,108 1,127 1,148

受診率（％） 20 23 27 32 38 45
合計（人） 215 250 296 355 428 517
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第二章 第三期特定健康診査等実施計画

第三 特定健康診査等の実施方法

1. 実施形態
(1)特定健康診査
組合員については、労働安全衛生法に基づいて各所属所が実施する事業主健診の結果データを受領することとし、被扶養
者は特定健康診査受診券により本計画2-(1) の定める実施場所において実施する。
なお、当組合が実施する人間ドック受診者にあっては、特定健康診査としての検査項目のみを抽出し、特定健康診査の実
施に代えるものとする。

(2) 特定保健指導
特定健康診査の結果に基づき、特定保健指導の対象者となる組合員及び被扶養者について特定保健指導を実施する。委託
先については、アウトソーシングを基本とする。

2. 実施場所
(1)特定健康診査
組合員については、所属所が事業主健診を委託する健診機関及び当組合が委託する人間ドック健診機関とする。
被扶養者については、各都道府県の代表保険者による集合契約に基づく健診実施機関及び当組合が委託する人間ドック健
診機関等とする。

3. 実施項目
実施項目は、「標準的な健診・保健指導プログラム」に記載されている健診項目（検査項目及び質問項目）及び保健指導
内容とする。

4. 実施時期
実施時期は通年とする。
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第二章 第三期特定健康診査等実施計画

5. 契約形態
(1) 特定健康診査
保険者協議会及び全国地方公務員共済協議会による集合契約を行い、全国で受診が可能となるよう措置する。
(2) 特定保健指導
「標準的な健診・保健指導プログラム」に記載されている考え方に基づきアウトソーシングするとともに管理栄養士を雇
用し実施する。

6. 受診・利用方法
特定健康診査等対象者に、受診券及び利用券を配付する。
特定健康診査等対象者は、受診券及び利用券とともに組合員証等を健診機関に提示し、特定健診等を受ける。

7. 周知や案内の方法
当組合の広報誌及びリーフレット等を組合員に配付、また、当組合のホームページに掲載することで周知を図る。なお、
特定健診の未受診者及び特定保健指導の未利用者へは勧奨を行う。

8. 事業主健診等の健診データの受領方法
健診等データは、原則として国が定める電子的な標準様式で受領するものとする。

9. 特定保健指導の対象者の抽出（重点化）の方法
「標準的な健診・保健指導プログラム」記載の選定方法に準じて、保健指導対象者を選定・階層化し、若年者を優先に絞
り込みをする。

10.実施に関する年間のスケジュールその他必要な事項
通年実施し、年度後半は、来年度の契約準備などを行う。
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第二章 第三期特定健康診査等実施計画

第四 個人情報の保護

個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律、健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイ
ダンス、徳島県市町村職員共済組合個人情報保護に関する規定及び徳島県市町村職員共済組合個人情報保護に関する規定施行
規則を遵守する。

第五 特定健康診査等実施計画の公表及び周知

策定した計画は当組合ウェブページに掲載し公表する。

第六 特定健康診査等実施計画の評価及び見直し

1. 特定健康診査等実施計画の評価
(1) 特定健康診査の実施率
(2) 特定保健指導の実施率
(3) メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率
上記３点について年に１回評価を行う。

2. 特定健康診査等実施計画の見直しに関する考え方
評価の結果を活用し、必要に応じ、実施計画の記載内容を実態に即したものに見直す。

第七 その他

1. 委託した健診機関と連絡を密にし、特定健康診査等の事務の円滑化を図る。
2. 本計画が実態に即した計画となるよう、すべての所属所と連携し、協力体制の構築を図る。


